
 

若松台 P2 地区建築協定 

 

 

 

 

 

 

 

区域の地名地番 若葉区若松台１丁目 983-18他 32筆 

認可年月日   ２０１３年６月６日 

有効期限    ２０３３年６月５日まで 

        （協定書第１５条により建築協定廃止の手続き

がなされない限り自動更新となる） 



若松台 P2地区建築協定 

（目 的） 

第 1条 この協定は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。）第 69条 

及びこれに基づく千葉市建築協定条例（昭和 46年千葉市条例 22号）の規定に基づき、

第 5条に定める建築協定区域（以下「協定区域」という。）内における建築物の敷地、

位置、用途、形態及び意匠に関する基準を協定し、低層住宅地としての環境を将来に 

わたって高度に維持増進することを目的とする。 

（用語の定義） 

第 2条 この協定の用語の定義は、法及び建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号。以下「令」

という。）に定めるところによる。 

（名 称） 

第 3条 この協定は、「若松台 P2地区建築協定」（以下「本協定」という。）と称する。 

（協定の締結及び効力） 

第 4 条 本協定は、株式会社拓匠開発（以下「事業者」という。）が定め、法第 76 条の 3 第 2

項の規定により認可を受ける。 

２ 前項の認可の公告があった日以後において、本協定の第 5条に定める区域内の土地の

所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権（臨時設備その他一時使用の

ために設定されたことが明らかなものを除く。）を有する者（以下「土地所有者等」と

いう。）となった者に対しても、本協定は効力があるものとする。 

（協定区域） 

第 5 条 本協定の対象となる区域（以下「協定区域」という。）は千葉市若葉区若松台 1 丁目

983-18、983-236、983-254、983-256、983-257、983-258、983-259、983-260、983-261、

983-262、983-267、983-268、983-269、983-270、983-272、983-273、983-274、983-275、

983-276、983-277、983-278、983-279、983-281、983-282、983-283、983-284、983-285、

983-286、983-287、983-288、983-289、983-290、983-291とし、別図「協定区域図」

のとおりとする。 

（敷地及び建築物の基準） 

第 6条 協定区域内の建築物の敷地、位置、用途、形態及び意匠は、次の各号の定める基準に

よらなければならない。 

  一 建築物の用途は、次に挙げるものとする。 

ア 一戸建の住宅（令第 130条の 3に定める兼用住宅を含む。）

イ 車庫・物置等の付属建築物及び第 8条に規定する建築協定運営委員会が認め



たもの 

  二  建築物の高さは、地盤面から 10ｍ以下とする。 

三  地階を除く階数は、2以下とする。 

  四  本協定認可時の敷地を分割してはならない。 

  五  建築物の外壁（ベランダ、バルコニー及び床面積に算入される出窓の外壁を含む）又

は、これにかわる柱面から、隣地境界線（ゴミ置場用地を除く。）までの水平距離は

60㎝以上とする。ただし、出窓・車庫または物置等の付属建築物については、この限

りではない。 

  六  隣地に面する垣又は柵は、生垣等緑化とし、各々の高さは 1.0ｍ以下とする。 

七  各宅地の共用通路部分（別図協定区域図参照）には、通行の妨げとなる構築物を設置

しない事とし、各宅地の有効な接道空地を確保すること。なお、構築物とは、建築物、

工作物、樹木、花壇、駐車場、フェンス、車止め等の通行の妨げとなるものを示す。 

（新築・増改築等の届出） 

第 7条 協定区域内で、法第６条第 1項に基づく建築物の確認を要する建築をしようとする者

は、建築確認申請の前に、第 8条に定める委員会の委員長に別紙①により、建築届出

書を届け出なければならない。 

  ２ 前項の規定は、建築物の増築、改築又は移転（以下「増築等」という。）に係る部分の

床面積の合計が 10㎡以内であるときについても、適用するものとする。 

３  建築確認を要しない増築等は、第 1項中「建築確認申請の前」とあるのは「工事着工

前」とする。 

（運営委員会） 

第 8条  本協定の運営に関する事項を処理するため、若松台 P2地区建築協定運営委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

  ２ 委員会は、協定区域内の土地所有者等の互選により選出された委員若干名をもって構

成する。 

  ３ 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

  ４ 委員は、再任されることができる。 

（役 員） 

第 9条  委員会に次の役員を置く。 

委員長 １名 

副委員長  １名 

会計 １名 

  ２  委員長、副委員長及び会計は委員の互選によって定める。 



  ３  委員長は、委員会を代表し、本協定の運営事務を総括する。 

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

副委員長がその職務を代理する。 

  ５  会計は、委員会の経理に関する事務を処理する。 

６  委員会の役員の決定又は変更がなされた場合、委員長は速やかにその旨を千葉市長に

届け出るものとする。 

（委 任） 

第 10条  第 8条、第 9条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別 

に定める。 

（権利の承継） 

第 11条  協定区域内において権利の移転等がある場合は、法第 75条の規定により新たに土地所

有者等となる者に対しても本協定の効力が及ぶものとする。 

  ２  前項の規定により新たに土地所有者等となった者は、速やかにその旨を委員会の委員

長に届け出なければならない。 

（違反者に関する措置） 

第 12条  本協定に定める内容に違反した者があった場合、委員会の委員長は当該土地の所有者

等（以下「違反者」という。）に対して工事の施工停止又は撤去を請求し、かつ文書を

もって相当の猶予期間を設けて違反行為を是正するための必要な措置をとることを請

求するものとする。 

  ２  違反者は、前項の請求があったときは、これに従わなければならない。 

  ３  第１項の是正する為の費用は、違反者がこれを負担する。 

（裁判所への提訴） 

第 13条  前条第 1項に規定する請求があった場合において、違反者が請求に従わないときは委 

員会の委員長はその強制履行又は違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめる

ことを裁判所に請求することができる。 

  ２  前項の訴訟手続きに関する一切の費用は、違反者の負担とする。 

（協定の廃止及び変更） 

第 14条  土地所有者等は、本協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもってその 

旨を定め、法第 76条第 1項の規定による認可を受けなければならない。 

  ２  土地所有者等は、本協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間又は建

築協定違反があった場合の措置を変更しようとする場合においては、土地所有者等の

全員の合意をもってその旨を定め、法第 74条第 1項の規定による認可を受けなければ

ならない。なお、本協定の変更、廃止、継続等をする場合の議決権は、土地保有区画

数の如何にかかわらず、土地の所有者等 1名当たり 1議決権とする。なお、土地の所



有者等が共有者である場合、当該議決権は、共有者の代表者 1名がこれを行使する。 

（有効期間） 

第 15条 この協定の有効期間は、千葉市長の認可公告のあった日から 10年間とする。ただし、 

期間満了前に第 14条の規定による廃止の手続きがされない限り、この有効期間は当該

期間満了の日の翌日から起算してさらに 10年間、同一の条件により更新されるものと

し、以後も同様とする。 

  ２  前項の規定にかかわらず、第12条及び第13条の規定による違反者の措置については、

期間満了後もなお効力を有するものとする。 

附  則 

１ 本協定は、法第 76条の 3第 5項に基づき、協定区域内の土地に２以上の土地所有者等が 

存することになった時から効力を発する。 

２ 本協定書は 2部を千葉市長に提出し、許可公告後１部を委員長が保管し、その写しを協定者

全員に配布する。 

３ 本協定施行の日から第 8条の委員会が招集されるまでの間、事業者又は事業者より選任され

た者は、第 12条及び第 13条に規定する権限を有し、これを実行できるものとする。 

附 則（平成 27 年(２０１５年) 9 月 3 日） 

１ 本協定は、法第 74条第 2項の規定により準用する法第 73条第 2項の変更認可公告があった

日より効力を発する。 

２ 本協定書は 2部を千葉市長に提出し、変更認可公告後１部を委員長が保管し、その写しを協

定者全員に配布する。 



別紙①

建　築　届　出　書

届出日 年　　　月　　　　日

届出者 印

地番 街区番号

このたび上記土地建物につき〔新築・増築・改築〕致しますので、

建築協定に基づきお届けします。

住所

建築面積 ｍ2
延床面積
（増改築
面積）

ｍ2

工事期間 年　　　月　　　　日　から　　　　 年　　　　月　　　　日

当該建物を〔新築・増築・改築〕するにあたり、建築協定を遵守するものとする。

年　　　　月　　　　日

所有者 印

担当者

電話番号

所在地

備考欄

建築概要

電話番号

業者名

印

「若松台P2地区建築協定」協定委員長　御中

誓約事項

施工会社

氏名

所有者


